
⑥ ａ本人との間に生じた苦情の処理の仕組み

認定個人情報保護団体

苦情相談・処理窓口

苦情の解決
（第42条）

認定、監督（報告
徴収、命令、認定
取消し）
（第46～48条）

報告徴収、助言、
勧告、命令
（第32～34条）

（第８､９条）

（第８､９条）

個人情報取扱事業者
・苦情処理窓口の設置
・苦情処理手順の策定等

内閣総理大臣（内閣府）
（第54条）

主務大臣（関係行政機関）
（第36、49条）

国民生活
センター

既存のネット
ワークの活用

（第８､９条） （第14条）

地方公共団体

苦情の処理の
あっせん等
（第13条）

個人情報の本人

苦情の申し出

連携・協力、支援

（第31条）適切かつ迅速
な対応

苦情の申出
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ｂ 認定個人情報保護団体の仕組み

個人情報の適正な取扱いの確保を目的とした民間団体による自主的な取組を支援すること。１ 目的

① 業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施方法が定められていること。(第39条第1号）

② 業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに経理的基礎を有すること。（第39条第2号）

③ 認定業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって認定業務が不公正になる
おそれがないこと。（第39条第3号）

２ 認定の基準

① 業務の対象となる事業者の個人情報の取扱いに関する苦情の処理（第37条第1項第1号）

② 個人情報保護指針の作成･公表など、個人情報の適正な取扱いの確保に寄与する事項についての対象事業
者に対する情報の提供（第37条第1項第2号）

③ その他対象事業者の個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な業務（第37条第1項第3号）

３ 業務

• 業務の実施に際して知り得た情報の目的外利用の禁止（第44条）

• 名称の使用制限（第45条）

• 主務大臣による報告の徴収、改善命令、認定の取消し（第46条～第48条）

４ 認定団体の
信頼性の確保

• 個人⇒一定レベルの公正かつ迅速な苦情処理が受けられる。

• 個人情報取扱事業者⇒適正な事業者として国民から一定の信頼を得ることができる。
５ 認定の効果
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